
奨学金制度とは？ 

 患者さん・地域住民に寄り添い親切で良い医療を目指し、将来道北勤医協で働く事を決意した看護学生さんを支援する
制度です。 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
貸与額は 4 万円～10万円の範囲からご自身で決められます。（第１種奨学金） 

卒業後、貸与期間と同期間、道北勤医協に勤務することで奨学金の返済が免除となります。 

 

 患者さん・地域住民に寄り添い、親切で良い医

療を目指したい看護学生が対象です。 

看護師を目指す看護学生であれば学年・時期

問わず受けられます。 

 

 

 

 

 

 奨学金を受けながら、成長の一環として奨学生

活動に積極的に参加すること。 

 日々の勉強を頑張ること。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○専門課程看護師１科○ 

実習期間特別奨学金制度 

支給期間：３年次の実習期間 

支給額：120万円（20万円×6 ヶ月） 

奨学生の申請については当協会で勤務していること、看護部・理事会の審査が必要です。 

○高等課程○ 

支給期間：２年間 

支給額：月額３万円 

専門課程に進学すること、当協会に勤務していることを条件とします。 

○稚内地域特別奨学金○ 

支給期間：２年間 

支給額：10万円 

稚内高校看護専攻科に在学中もしくは進学が決定した人が対象です。 

 

 

 

 


